
議案第１１９号 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２６年６月１１日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例 

さいたま市火災予防条例（平成１３年さいたま市条例第２８１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（液体燃料を使用する器具） （液体燃料を使用する器具）

第２７条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次

に掲げる基準によらなければならない。

第２７条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次

に掲げる基準によらなければならない。

～  ［略］ ～  ［略］

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数

の者の集合する催しに際して使用する場合にあ

っては、消火器の準備をした上で使用すること。

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（固体燃料を使用する器具） （固体燃料を使用する器具）

第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］

２ 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用す

る器具の取扱いの基準については、前条第１項第

１号から第１０号までの規定を準用する。

２ 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用す

る器具の取扱いの基準については、前条第１項第

１号から第９号までの規定を準用する。

（気体燃料を使用する器具） （気体燃料を使用する器具）

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］

２ 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用す

る器具の取扱いの基準については、第２７条第１

２ 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用す

る器具の取扱いの基準については、第２７条第１



項第１号から第１１号までの規定を準用する。 項第１号から第１０号までの規定を準用する。

（電気を熱源とする器具） （電気を熱源とする器具）

第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］

２ 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする

器具の取扱いの基準については、第２７条第１項

第１号から第７号まで、第９号及び第１０号の規

定（器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃

物が発火するおそれのない器具にあっては、同項

第２号及び第５号から第７号までの規定）を準用

する。

２ 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする

器具の取扱いの基準については、第２７条第１項

第１号から第７号まで及び第９号の規定（器具の

表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火す

るおそれのない器具にあっては、同項第２号及び

第５号から第７号までの規定）を準用する。

（使用に際し火災の発生のおそれのある器具） （使用に際し火災の発生のおそれのある器具）

第３１条 火消つぼその他使用に際し火災の発生の

おそれのある器具の取扱いの基準については、第

２７条第１項第１号から第７号まで、第９号及び

第１０号の規定を準用する。

第３１条 火消つぼその他使用に際し火災の発生の

おそれのある器具の取扱いの基準については、第

２７条第１項第１号から第７号まで及び第９号の

規定を準用する。

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある

行為等の届出）

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある

行為等の届出）

第６５条 次に掲げる行為をしようとする者は、あ

らかじめ、その旨を消防長に届け出なければなら

ない。

第６５条 次に掲げる行為をしようとする者は、あ

らかじめ、その旨を消防長に届け出なければなら

ない。

～  ［略］ ～  ［略］

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数

の者の集合する催しに際して行う令第５条の２

第１項に規定する対象火気器具等を使用する露

店、屋台その他これらに類するものの開設

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市火災予防条例第６５条の規定は、この条例の

施行の日以後に行う露店、屋台その他これらに類するものの開設に適用する。この

場合において、同条の規定による届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、

この条例の施行の日前においても同条の規定の例により、行うことができる。 


